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歳末歳末歳末歳末たすけあいたすけあいたすけあいたすけあい募金運動募金運動募金運動募金運動ににににごごごご協力協力協力協力をおをおをおをお願願願願いしますいしますいしますいします    

    

    本年度も、１２月１日から全国一斉に歳末たすけあい募金運動が実施されます。 

南丹市においても、下記のとおり募金運動を展開しますので、趣旨をご理解の上、

募金運動に格別のご支援ご協力を賜りますようお願いします。 

●募金運動期間   １２月１日～３１日 

●今年度スローガン 『みんなでささえあうあったかい地域づくり』 

●募金運動の趣旨  地域住民皆さまの協力のもと、新たな年を迎える時期に地域で

安心して暮らすことができるよう、住民の参加や理解を得てさ

まざまな福祉活動を重点的に展開することをねらいとします。 

＜歳末たすけあい募金『お見舞事業』および「助成（配分）事業」＞ 

南丹市の皆さまからお寄せいただいた「歳末たすけあい募金」を原資として「お

見舞事業」および「助成（配分）事業」を行います。対象となる方、および団体は、

１２月１０日（月）までに最寄りの南丹市社会福祉協議会支所へ申請してください。 

●お見舞金事業について 

南丹市在住の方で、次の１または２に該当される方に対し、申請によりお見舞金

を贈呈します。 

１、身体障害者手帳１級および、療育手帳Ａの所有者で、日常生活において他者

の支援を常に必要とする方。 

２、在宅でおおむね６ヵ月以上寝たきりの高齢者で、日常生活において他者の支

援を常に必要とする方。 

●助成（配分）事業について 

特に年末年始(１２月～１月)に実施される各種福祉施設や地域の行事などに対し

て、申請に応じて１事業当たり７０，０００円以内で適切に助成(配分)します。配分

は、申請書を提出し、事業実施後、報告書(領収書添付のこと)に基づいて行います。 

 

◇問合せ先 南丹市社会福祉協議会 本所 TEL（0771）７２－３２２０ 

◇申請先  南丹市社会福祉協議会 各支所 

 園部 TEL（0771）６２－４１２５ FAX（0771）６３－５６０６ 

八木 TEL（0771）４２－５４８０ FAX（0771）４２－４４１２ 

日吉 TEL（0771）７２－０９４７ FAX（0771）７２－０７３２ 

美山 TEL（0771）７５－００２０ FAX（0771）７５－０８２９ 

契約契約契約契約とととと遺言遺言遺言遺言はははは公正証書公正証書公正証書公正証書でででで。。。。おおおお気軽気軽気軽気軽にごにごにごにご相談相談相談相談くださいくださいくださいください    

 

 あなたの財産を守り、金銭貸借、土地・家屋の賃貸借、相続・遺言などをめぐる

トラブルを未然に防ぐために公証制度を利用しましょう。公証役場では、長く裁判

官、検察官、法務省職員などを務めた経験豊かな法律家の中から法務大臣が任命し

た公証人（公務員）が、契約・遺言などの公正証書の作成に当たっています。公正

証書の作成手続きのご相談は無料です。最寄りの公証役場でお気軽にご相談ください。 

・「京都公証人合同役場」京都市中京区堺町通御池下る丸木材木町676堺町ｸﾞﾗﾝﾄﾞﾋﾞﾙ 3階 

TEL（075）２３１－４３３８ FAX（075）２３１－０５５０ 

・「宇治公証役場」宇治市宇治壱番132番地の4 谷口ビル2階 

   TEL（0774）２３－８２２０  FAX（0774）２３－８３２０ 

・「舞鶴公証役場」舞鶴市字北田辺126-1-1 ジブラルタ生命舞鶴ビル5階 

   TEL（0773）７５－６５２０  FAX（0773）７５－６５０３ 

・「福知山公証人役場」福知山市字天田小字犬丸235-1 三右衛門ビル3階 

    TEL･FAX（0773）２３－６３０９ 

 

◇問合せ先 京都公証人合同役場 京都公証人会 TEL（075）２３１－４３３８ 

園部園部園部園部税務署税務署税務署税務署「「「「来署来署来署来署によによによによるごるごるごるご相談相談相談相談はははは、、、、事前事前事前事前ににににごごごご予約予約予約予約をををを」」」」    

 

 税金に関するご相談を希望される方は、まずは電話で税務署にお問い合わせくだ

さい。書類を確認する必要があるなど、ご相談の内容により電話での回答が困難な

場合は、従来から関係書類などをご持参の上、税務署にてご相談いただいています

が、今後は、お待ちいただくことなくスムーズな対応が可能となるよう、事前にご

予約いただくこととしましたのでご了承願います。 

ご予約の際には、電話で、お名前、ご住所、ご相談内容などをお伝えください。 

（税金の納付相談や申告書の作成のためにお越しの際は、事前予約の必要はありません） 

また、いつでも手軽に国税に関する情報を入手できる「国税庁ホームページ」

(http://www.nta.go.jp)を、ぜひご利用ください。国税庁ホームページでは、身近

な税金に関する情報、よくある質問を「タックスアンサー」においてＱ＆Ａ形式で

提供しているほか、申告・納税手続に関する各種パンフレット・手引、各種形式な

どを掲載しています。 

 

 ◇予約・問合せ先 園部税務署 TEL（0771）６２－０３４０ 

園高創立園高創立園高創立園高創立１２０１２０１２０１２０周年記念誌制作周年記念誌制作周年記念誌制作周年記念誌制作にににに伴伴伴伴うううう関係資料関係資料関係資料関係資料のののの募集募集募集募集    

 

 京都府立園部高等学校は、明治２０年に船井郡高等小学校として産声を上げ、平

成２０年には創立１２０周年を迎えることとなりました。 

 これを記念して、現在、記念式典の開催および記念誌の作成について準備を進め

ているところですが、１世紀を超える長い歴史の中で、貴重な歴史の記録を編さん

するために、少しでも多くの写真や文書などが必要となっています。 

 つきましては、関係者の皆さま方、また地域の皆さま方がお持ちの貴重な資料が

あれば、提供・貸し出しなどについてご支援、ご協力をお願いします。 

提供に関する情報は、園部高等学校事務局へご連絡をお願いします。 

 

 ◇連絡・問合せ先 京都府立園部高等学校創立１２０周年記念事業実行委員会 

          （園部高等学校事務局）TEL（0771）６２－００５１ 

清潔清潔清潔清潔でででで快適快適快適快適なななな生活環境実現生活環境実現生活環境実現生活環境実現のためのためのためのため、、、、下水道下水道下水道下水道にににに接続接続接続接続をををを！！！！    

 

南丹市では、快適で住みよい地域づくりを目指して、下水道の整備を進めていま

す。きれいな川や美しい自然を守るため、下水道が整備された区域においては生活

雑排水を下水道に流します。下水道管が布設され、終末処理場に下水を流すことが

できる状態になると、市ではその区域を下水道の処理区域として供用開始の告示を

行います。告示された区域には、法律や条例などで、次のことが義務付けられます。 

①台所や風呂などの汚水は、遅滞無く６ヵ月以内に下水道に接続する。 

②くみ取り便所は、３年以内に水洗トイレに改造すること。 

③家を新築、増築、改築する場合は、水洗トイレでないと建築の許可がされません。 

また、処理区域内で浄化槽設置のご家庭でも、速やかに下水道への接続をお願い

します。台所、風呂、洗面所の雑排水やトイレからの排水を下水道へ流すための排

水設備工事は、市が認定している「排水設備指定工事業者」へお申し込みください。 

●下水道へ流してはいけないものについてのお願い 

下水道に水に溶けない紙や布類を流すと、ポンプの故障の原因になります。ポン

プが故障すると、宅内に汚水が逆流したり、マンホールから汚水があふれて大変

なことになりますので、各家庭において十分注意してください。 

●合併浄化槽維持管理についてのお願い 

 浄化槽が正しく維持管理されることで、衛生的で快適な生活、河川の水質浄化が促進

されます。浄化槽の取り扱いルールは「浄化槽法」で下記の業務を行うよう定められ

ています。これらを守り、浄化槽は正しく使用し、適正な維持管理に努めてください。 

①保守点検業務 浄化槽内の装置が正しく働いているか点検し、装置や機械の調

整・修理・スカム（浄化槽内に発生する浮遊固形物）や汚泥の状

況を確認し、清掃・汚泥引抜時期の判定や消毒剤の補充を行う保

守点検業者に委託する業務です。 

②清掃汚泥引抜 浄化槽の処理工程で必ず汚泥・スカムが発生します。これがたま

りすぎると機能低下を招き、悪臭発生の原因となるため、汚泥・

スカムを引抜、機械・装置を洗浄する業務です。（年１回が目安） 

③法定水質検査 浄化槽が適正に維持管理され、本来の浄化機能が十分に発揮され

ているかどうかを確認する、いわば「年１回の健康診断」として

大変重要な検査です。（年１回義務付け） 

 

◇問合せ先 下水道課  TEL ６８－００５４ 

「「「「正月向正月向正月向正月向けけけけ寄寄寄寄せせせせ植植植植ええええ教室教室教室教室」」」」をををを開催開催開催開催しますしますしますします    

    

 今年もあと２ヵ月。お正月を迎えるにあたり、昨年開催した『正月向け寄せ植え教室』

を本年も開催します。教室に参加して、手作りの寄せ植えで新春に華を添えてみません

か。先着順のため、定員になり次第受付を終了させていただきますのでご了承ください。 

●開催日時 １２月１５日（土）①午後１時～ ②午後２時～ 

●定  員 各１０人（先着順で受付） ●費用 ３，５００円（土、花、鉢代含む） 

●講習場所 道の駅「京都新光悦村」 花の体験工房 

●講  師 園部町「花」友の会 会員 

 

◇申込・問合せ先 園部町「花」友の会事務局（農政課内） TEL ６８－００６０ 

毎月 第２・第４金曜日 発行                        ＵＲＬ ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｉｔｙ．ｎａｎｔａｎ．ｋｙｏｔｏ．ｊｐ （南丹市） 


